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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の走行に係る車載器（３０）を動作させて運転操作を行うために、ドライバによっ
て操作される操作部（３）と、
　前記操作部が操作されていない状況下で、前記車載器を自動的に駆動する運転支援を実
行する運転支援部（１２）と、
　前記操作部がドライバによって操作される操作力又は操作量を検出する操作検出部（２
５）と、
　ドライバによる前記操作部に対する操作に応じて前記車載器が動作する運転状態を手動
運転として、前記運転支援部が前記運転支援を実行している運転支援時に、前記操作検出
部によって検出される操作力又は操作量が閾値を超えたとき、前記運転支援部による運転
支援を中止させ、前記運転支援がなされる運転状態から前記手動運転に切り換える切換制
御部（１３）と、
　前記運転支援部による運転支援の信頼度が低下したことを検出する信頼検出部（１５）
と、
　前記運転支援時に、前記信頼検出部が前記信頼度の低下を検出したとき、前記閾値を低
減させる閾値低減部（１４）と、
　前記運転支援時に、前記信頼検出部が前記信頼度の低下を検出している場合、前記閾値
を超えない範囲の操作力又は操作量で前記操作部が操作されたときに、前記運転支援部に
よる前記車載器の駆動に前記操作を少なくとも部分的に反映させる縮退制御部（１６）と
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、
　を備えた運転支援装置。
【請求項２】
　前記縮退制御部は、前記信頼検出部が前記信頼度の低下を検出したとき、前記運転支援
部による前記操作部の駆動に前記操作が反映される割合を、時間の経過に応じて徐々に増
加させる
　請求項１に記載の運転支援装置。
【請求項３】
　前記車載器は操舵輪であり、
　前記操作部はステアリングホイールであり、
　前記運転支援部は、前記ステアリングホイールを駆動することによって前記操舵輪を駆
動する
　請求項１又は請求項２に記載の運転支援装置。
【請求項４】
　前記切換制御部が前記運転支援を中止させて前記手動運転に切り換えたことを、ドライ
バに告知する告知部（５）を、
　更に備えた請求項１～３のいずれか１項に記載の運転支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ドライバによる車両の運転操作を支援する技術に関する。なお、本明細書に
おいて、車両に搭載又は装着された機器のうち、例えば操舵輪，スロットルバルブ，ホイ
ールシリンダ等、車両の走行に係る機器であって、かつ、運転操作の結果として動作され
る機器を車載器と呼ぶ。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両の走行に係る車載器（例えば操舵輪）を自動的に駆動して、ドライバによる
車両の運転操作を支援する運転支援装置が知られている。また、この種の運転支援装置で
は、前記車載器を動作させて運転操作を行うためにドライバによって操作される操作部が
、閾値を超える操作力又は操作量で操作されたとき、運転支援を中止して手動運転に切り
換えることが考えられている。例えば特許文献１には、走行レーンを維持するようにステ
アリングホイールをモータで駆動する運転支援中に、ステアリングホイールに閾値以上の
トルクがドライバによって加えられると、前記運転支援を中止して手動運転に切り換える
装置が開示されている。また、特許文献１に記載の装置では、ステアリングホイールをド
ライバが軽く握っているかしっかり握っているかなどに応じて、前記閾値を変えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２１４６８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載の装置では、運転支援装置側の異常等によって運転支
援を中止せざるを得ない場合にも、車線変更等のためにドライバが自らの所望に応じて運
転支援を中止させる場合にも、同様の制御がなされる。運転支援装置に異常等が発生して
、運転支援の信頼性が低下した場合には、運転支援を中止して手動運転に切り換える必要
があるが、そのような切り換えは安全かつ円滑になされる必要がある。
【０００５】
　本発明は、こうした問題にかんがみてなされたものであり、ドライバによる車両の運転
操作を支援する運転支援装置において、運転支援の信頼性が低下した場合に、運転支援を
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中止させて手動運転に切り換える処理を円滑に行うことを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の運転支援装置は、操作部（３）と、運転支援部（１２）と、操作検出部（２５
）と、切換制御部（１３）と、信頼検出部（１５）と、閾値低減部（１４）と、を備える
。操作部は、車両の走行に係る車載器（３０）を動作させて運転操作を行うために、ドラ
イバによって操作される。運転支援部は、前記操作部が操作されていない状況下で、前記
車載器を自動的に駆動する運転支援を実行する。操作検出部は、前記操作部がドライバに
よって操作される操作力又は操作量を検出する。切換制御部は、ドライバによる前記操作
部に対する操作に応じて前記車載器が動作する運転状態を手動運転として、前記運転支援
部が前記運転支援を実行している運転支援時に、前記操作検出部によって検出される操作
力又は操作量が閾値を超えたとき、前記運転支援部による運転支援を中止させ、前記運転
支援がなされる運転状態から前記手動運転に切り換える。信頼検出部は、前記運転支援部
による運転支援の信頼度が低下したことを検出する。閾値低減部は、前記運転支援時に、
前記信頼検出部が前記信頼度の低下を検出したとき、前記閾値を低減させる。
【０００７】
　このような構成によれば、運転支援部による運転支援時に、その運転支援の信頼性が低
下したことを信頼検出部が検出した場合、閾値低減部が閾値を低減させる。すると、ドラ
イバが操作部をそれほど大きな操作力又は操作量で操作しなくても、当該操作力又は操作
量が閾値を超え、前記運転支援を中止させて手動運転に切り換える処理が切換制御部によ
って実行される。このため、運転支援の信頼性が低下した場合に、運転支援を中止させて
手動運転に切り換える処理を円滑に行うことができる。
【０００８】
　なお、この欄及び特許請求の範囲に記載した括弧内の符号は、一つの態様として後述す
る実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものであって、本発明の技術的範囲を
限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１実施形態の運転支援装置の構成を示すブロック図である。
【図２】その運転支援装置における運転支援処理を示すフローチャートである。
【図３】その運転支援処理の効果を示す説明図である。
【図４】第２実施形態の運転支援装置の構成を示すブロック図である。
【図５】その運転支援装置における運転支援処理を示すフローチャートである。
【図６】その運転支援処理で使用されるマップを示す説明図である。
【図７】その運転支援処理の効果を示す説明図である。
【図８】その運転支援処理の他の効果を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明が適用された実施形態について、図面を用いて説明する。
　［１．第１実施形態］
　［１－１．構成］
　図１に示す運転支援装置１は、車両に搭載される装置であって、ステアリングホイール
３と、告知部５と、支援スイッチ７と、制御部１０と、ミリ波レーダ２１と、カメラ２３
と、操作検出部２５と、ステア駆動部２７と、加減速制御部２９とを備える。なお、図１
をはじめとする各図では、支援スイッチ７は「支援ＳＷ」と表記している。これらの構成
のうち、前記車両（以下、自車両ともいう）の車室内には、ステアリングホイール３と、
告知部５と、支援スイッチ７とが設けられている。
【００１１】
　ステアリングホイール３は、ドライバによって回転操作されることにより、図示省略し
たステアリングシャフト，ステアリングラック等を介して操舵輪３０の方向を変える周知
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のものである。告知部５は、後述のメッセージ等を映像表示及び音声出力によってドライ
バに告知する周知のものである。この告知部５は、車載のオーディオ機器やカーナビゲー
ション装置と共通の構成を利用したものであってもよい。支援スイッチ７は、後述の運転
支援処理の実行をドライバが制御部１０に指示するためのスイッチである。この支援スイ
ッチ７は、告知部５がタッチパネル等を利用して構成されている場合、そのタッチパネル
を利用して構成されてもよい。
【００１２】
　告知部５及び支援スイッチ７は、運転支援処理を実行する制御部１０に電気的に接続さ
れている。制御部１０には、ミリ波レーダ２１、カメラ２３、操作検出部２５、ステア駆
動部２７及び加減速制御部２９も、電気的に接続されている。
【００１３】
　ミリ波レーダ２１は、車両前方の障害物（例えば他車両）が検出可能となるように、自
車両における所定位置に設けられている。カメラ２３は、車両前方の障害物や、自車両が
走行中の車線の境界線が検出可能となるように、自車両における所定位置に設けられてい
る。なお、車線の境界線としては、例えば白線が挙げられる。以下、車線の境界線が白線
であるものとして説明する。
【００１４】
　操作検出部２５及びステア駆動部２７は、ステアリングホイール３に関連して設けられ
ている。操作検出部２５は、ステアリングホイール３にドライバが加える操舵トルクＴｄ
を検出する。なお、操舵トルクＴｄには、その方向に応じて＋又は－の値が設定される。
例えば、時計回りが－で、反時計回りが＋とされる。ステア駆動部２７は、図示しないモ
ータ等を介してステアリングホイール３を駆動することによって、操舵輪３０を駆動する
。加減速制御部２９は、図示しないスロットルバルブやホイールシリンダ等を駆動するこ
とにより、車両を加減速させる。なお、加減速制御部２９は、スロットルバルブやホイー
ルシリンダ等を駆動するに当たり、ドライバがそれらを操作するための図示しないアクセ
ルペダルやブレーキペダルは駆動しない。
【００１５】
　制御部１０は、ＣＰＵと、ＲＡＭ，ＲＯＭ，フラッシュメモリ等の半導体メモリと、を
有する周知のマイクロコンピュータを中心に構成される。制御部１０の各種機能は、前記
ＣＰＵが非遷移的実体的記録媒体に格納されたプログラムを実行することにより実現され
る。この例では、前記半導体メモリが、プログラムを格納した非遷移的実体的記録媒体に
該当する。また、このプログラムの実行により、プログラムに対応する方法が実行される
。なお、制御部１０を構成するマイクロコンピュータの数は１つでも複数でもよい。
【００１６】
　制御部１０は、ＣＰＵがプログラムを実行することで実現される機能の構成として、図
１に示すように、状況認識部１１と、運転支援部１２と、切換制御部１３と、閾値低減部
１４と、信頼検出部１５と、を備える。制御部１０を構成するこれらの要素を実現する手
法はソフトウェアに限るものではなく、その一部又は全部の要素が、論理回路やアナログ
回路等を組み合わせたハードウェアを用いて実現されてもよい。
【００１７】
　状況認識部１１は、ミリ波レーダ２１やカメラ２３の検出結果に基づき、車両周辺の障
害物や、白線に対する車両の位置及び角度を認識する。運転支援部１２は、ドライバがス
テアリングホイール３やアクセルペダルといった操作部を操作していない状況下で、状況
認識部１１による認識結果に応じて、ステア駆動部２７及び加減速制御部２９を介して、
車両の走行方向及び速度を自動的に制御する。なお、運転支援部１２は、ステア駆動部２
７を介して車両の走行方向のみを制御し、車両の速度はアクセルペダルに対するドライバ
の操作に応じさせる制御も実行可能である。また、運転支援部１２は、加減速制御部２９
を介して車両の速度のみを制御し、走行方向はステアリングホイール３に対するドライバ
の操作に応じさせる制御も実行可能である。
【００１８】
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　自動運転に関する技術は、自動化のレベルに応じて、レベル１（安全運転支援システム
）、レベル２，３（準自動走行システム）、レベル４（完全自動走行システム）に分類さ
れている。この内容は、例えば、内閣府により２０１５年５月に発表された「戦略的イノ
ベーション創造プログラム自動走行システム」に記載されている。前述のように、運転支
援部１２は、レベル１～４の何れのレベルに相当する自動運転も、ドライバの選択に応じ
て実行可能である。但し、本実施形態において「自動的」とは、操作部に対する操作がな
された場合にのみその操作を補正するようになされる制御は含まず、ドライバが操作部を
操作していない状況下でも目標となる制御量（例えば操舵角）が設定可能な制御をいう。
以下の説明では、運転支援部１２は、車両が白線を逸脱しないようにステア駆動部２７を
介してステアリングホイール３及び操舵輪３０を駆動し、車両の走行方向を制御する場合
を例にとって説明する。この制御において、前方に障害物を検出した場合には敢えて白線
を逸脱してその障害物を避ける制御が、含まれてもよいことは言うまでもない。
【００１９】
　切換制御部１３は、運転支援部１２が実行している運転支援に係る操作部に対して、そ
の操作部がドライバによって操作される操作力又は操作量が閾値を超えたとき、前記運転
支援を中止させて手動運転に切り換える。手動運転とは、ドライバによる前記操作部に対
する操作に応じて、前記運転支援によって駆動されていた車載器が動作する運転状態をい
う。この例では、操作部とはステアリングホイール３であり、車載器とは操舵輪３０であ
る。
【００２０】
　閾値低減部１４は、運転支援部１２による運転支援の信頼度が低下したこと（以下、フ
ェールともいう）を信頼検出部１５が検出した場合に、前記閾値を低減する。信頼検出部
１５は、周知のダイアグノーシスによって異常を検出するいわゆるフェール検出部であっ
てもよい。また、本例のように、カメラ２３が撮影した映像に応じて白線逸脱を抑制する
場合、カメラ２３が撮影した映像の鮮明度等に基づいて、前記信頼度が低下したことを信
頼検出部１５が検出してもよい。
【００２１】
　［１－２．処理］
　次に、制御部１０が実行する運転支援処理について、図２のフローチャートを用いて説
明する。この処理は、支援スイッチ７を介して運転支援の開始がドライバによって指示さ
れると、制御部１０のＣＰＵが同じく制御部の１０のＲＯＭに格納されたプログラムを実
行することにより、所定時間毎に繰り返し実行される。
【００２２】
　この処理では、先ず、Ｓ１にて、信頼検出部１５によってフェールが検出されているか
否かが判断される。フェールが検出されていない場合は、Ｓ１にてＮｏと判断され、処理
はＳ２へ移行する。Ｓ２では、閾値低減部１４による処理として、閾値Ｋが通常時の設定
値であるＫｎに設定される。なお、Ｋｎは正の値である。続くＳ３では、オーバーライド
中であるか否かが判断される。オーバーライドとは、運転支援が解除されて手動運転が実
行されている運転状態である。このＳ３の処理は、オーバーライド中にセットされるオー
バーライドフラグの状態を参照することによってなされてもよい。処理の開始時には、オ
ーバーライドフラグはリセットされているので、Ｓ３ではＮｏと判断されて処理はＳ４へ
移行する。
【００２３】
　Ｓ４では、操作検出部２５を介して検出された操舵トルクＴｄの絶対値、すなわちステ
アリングホイール３にドライバが加えるトルクの絶対値が、閾値Ｋを超えているか否かが
判断される。運転支援の開始時には、ドライバはステアリングホイール３に閾値Ｋを超え
るような大きな操舵トルクＴｄをかけないので、Ｓ４ではＮｏと判断されて、処理はＳ７
へ移行する。Ｓ７では、係数Ａが、最小値であるＫａ＿ＭＩＮに設定される。ここで、Ｋ
ａ＿ＭＩＮは、例えば０であってもよい。
【００２４】
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　Ｓ７に続くＳ８では、告知部５を介して、「制御システムで支援中です。」というメッ
セージが表示及び音声によってドライバに告知され、処理はＳ９へ移行する。Ｓ９では、
Ｔ＝（１－Ａ）Ｔｃ＋（Ａ）Ｔｄなる式によって、ステアリングホイール３に加えられる
べき総トルクＴが算出され、処理が一旦終了する。なお、前記式におけるＴｃとは、白線
逸脱を抑制するなどの制御のために運転支援部１２がステア駆動部２７を介してステアリ
ングホイール３に加えるトルクである。このため、Ｋａ＿ＭＩＮ＝０の場合、Ｓ９にてＴ
＝Ｔｃに設定される。これは、オーバーライド中でないとき（すなわち運転支援時）は、
閾値Ｋ以下の操舵トルクＴｄがドライバによってステアリングホイール３に加えられても
、その操舵トルクＴｄが相殺されるようにステア駆動部２７が動作することを意味する。
【００２５】
　一方、Ｓ４にて｜Ｔｄ｜＞Ｋ（すなわちＹｅｓ）と判断されると、処理はＳ１１へ移行
し、オーバーライド中であることを示すオーバーライドフラグがセットされる。続くＳ１
２では、係数Ａが、最大値であるＫａ＿ＭＡＸに設定される。ここで、Ｋａ＿ＭＡＸは、
例えば１．０であってもよい。
【００２６】
　Ｓ１２に続くＳ１３では、告知部５を介して、「支援解除しました。ドライバ操作で運
転お願いします。」というメッセージが表示及び音声によってドライバに告知され、処理
は前述のＳ９へ移行する。このため、Ｋａ＿ＭＡＸ＝１．０の場合、Ｓ９にてＴ＝Ｔｄに
設定される。これは、オーバーライド中は、ドライバが加える操舵トルクＴｄがそのまま
ステアリングホイール３に加えらる総トルクＴとなることを意味する。
【００２７】
　こうして、オーバーライドの運転状態となると、前述のＳ３にてＹｅｓと判断されて処
理はＳ３からＳ１５へ流れるようになる。Ｓ１５では、支援スイッチ７により運転支援が
再セットされたか否かが判断される。再セットされていない場合（すなわちＮｏの場合）
は、処理は前述のＳ１２へ移行し、前述のオーバーライドの運転状態が継続される。
【００２８】
　一方、支援スイッチ７により運転支援が再セットされ、Ｓ１５にてＹｅｓと判断される
と、Ｓ１６にてオーバーライドフラグがリセットされて、オーバーライド中でないことが
制御部１０において記憶された後、処理は前述のＳ７へ移行する。すると、Ｓ８にて前述
のように運転支援中である旨の告知がなされた後、ステア駆動部２７を介して加えられる
トルクＴｃが総トルクＴにＳ９にて反映され、運転支援が実行される。
【００２９】
　また、本実施形態では、Ｓ１にてフェールあり（すなわちＹｅｓ）と判断された場合、
処理はＳ２１へ移行する。Ｓ２１では、閾値低減部１４による処理として、閾値Ｋがフェ
ール時の設定値であるＫｆに設定される。なお、０＜Ｋｆ＜Ｋｎである。このため、ドラ
イバがＫｎ未満の比較的弱い操舵トルクＴｄをステアリングホイール３に加えた場合でも
、その操舵トルクＴｄの絶対値がＫｆを超えていれば、Ｓ４にてＹｅｓと判断されてオー
バーライドの運転状態へ移行することになる。なお、前記処理のうち、Ｓ４，Ｓ７，Ｓ９
，Ｓ１２は切換制御部１３による処理である。
【００３０】
　［１－３．効果］
　以上詳述した第１実施形態によれば、以下の効果が得られる。
　（１Ａ）本実施形態では、運転支援の信頼性が低下したことを信頼検出部１５が検出し
、Ｓ１にてフェールありと判断された場合、閾値がＫｎからＫｆへ低減される。すると、
ドライバがステアリングホイール３をそれほど大きな操舵トルクＴｄで操作しなくても、
当該操舵トルクＴｄの絶対値が閾値Ｋ（すなわちＫｆ）を超え、操舵に係る運転支援を中
止させて手動運転に切り換えることができる。このため、運転支援の信頼性が低下した場
合に、運転支援を中止させて手動運転に切り換える処理を円滑に行うことができる。
【００３１】
　図３の最下段は、道路Ｒを走行中の自車両Ｃにおいて、時点Ｔ１でフェールが発生し運
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転支援の信頼性が低下、その後障害物ＯＢをドライバが手動運転によって避ける場合の車
両動作を示している。
【００３２】
　また図３の最上段の太い実線は、ドライバの操舵トルクＴｄを示している。図３のケー
スでは、時点Ｔ１の直後にフェールに気付いたドライバがステアリングホイール３の操作
を開始、その後障害物ＯＢを回避しようと時点Ｔ２前後から急激に操舵トルクを増加させ
たシーンを示している。
【００３３】
　時点Ｔ１直後は操舵トルク量も小さく、オーバーライド条件（｜Ｔｄ｜＞Ｋ（すなわち
｜Ｔｄ｜＞Ｋｆ）は充足されず、車両動作も運転支援を継続する。時点Ｔ２前後では、閾
値ＫがＫｎに固定されたままであれば、時点Ｔ２よりもある程度後の時点Ｔ３において｜
Ｔｄ｜＞Ｋｎとなるまで、手動運転に切り換って操舵の権限がドライバ操作に移譲される
ことはない。これに対して、本実施形態では、図３の最上段に太い破線で示すように、フ
ェールが発生した時点Ｔ１において閾値ＫがＫｎからＫｆに低減される。従って、Ｔ３よ
りも早いＴ２の時点で、オーバーライド条件としての｜Ｔｄ｜＞Ｋ（すなわち｜Ｔｄ｜＞
Ｋｆ）が充足されて、ドライバ操作に権限委譲がなされる。すなわち、オーバーライドの
運転状態へ円滑に移行して手動運転が可能になる。本実施形態では、このように、フェー
ルが発生した場合に運転支援を中止させて手動運転に切り換える処理を、円滑に行うこと
ができる。このため、最下段に矢印で示すように、自車両Ｃは障害物ＯＢを容易に避ける
ことができる。
【００３４】
　（１Ｂ）しかも、本実施形態では、運転支援を中止させて手動運転（すなわちオーバー
ライド）に切り換えられたことや、運転支援が開始されたことが、Ｓ１３又はＳ８の処理
によって告知部５を介してドライバに告知される。このため、ドライバは自車両における
権限移譲割合を容易に知ることができ、運転の安全性を一層向上させることができる。
【００３５】
　［２．第２実施形態］
　［２－１．第１実施形態との相違点］
　第２実施形態は、基本的な構成は第１実施形態と同様であるため、共通する構成につい
ては説明を省略し、相違点を中心に説明する。なお、第１実施形態と同じ符号は、同一の
構成を示すものであって、先行する説明を参照する。
【００３６】
　第２実施形態の運転支援装置１０１は、図４に示すように、制御部１０が縮退制御部１
６を更に備えた点で、第１実施形態の運転支援装置１と相違する。この縮退制御部１６も
、ＣＰＵがプログラムを実行することで実現される機能の構成として、制御部１０に設け
られる。
【００３７】
　［２－２．処理］
　制御部１０が実行する運転支援処理においても、第１実施形態における処理に加えて、
図５に示すＳ５１，Ｓ５２，Ｓ５３の処理が、縮退制御部１６による処理として実行され
る。図５に示す運転支援処理は、前記Ｓ５１～Ｓ５３が追加された点を除いて、図３に示
した第１実施形態における運転支援処理と同様である。
【００３８】
　すなわち、本実施形態では、オーバーライド中でない場合にＳ７～Ｓ９の処理による運
転支援が実行されるのに先立って、Ｓ５１にてフェールありか否かが判断される。この判
断は、Ｓ１における判断結果をフラグ等の形態で記憶しておき、その判断結果を読み出す
だけの処理であってもよく、Ｓ１とは独立して新たにフェールありか否かを判断する処理
であってもよい。
【００３９】
　フェールなしの場合は、処理は前述のＳ７へ移行して第１実施形態と同様の処理が実行
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される。一方、フェールありの場合は、処理はＳ５２へ移行する。Ｓ５２では、図６に示
すＭＡＰ１に基づき、係数ＡをＫａ＿ＭＩＮ（例えば０）からＫａ＿ＭＡＸ（例えば１．
０）まで、時間の経過に応じて一次関数的に増加させる処理がなされる。なお、このＭＡ
Ｐ１における横軸の時間とは、フェールが発生してからの経過時間である。Ｓ５２に続く
Ｓ５３では、Ｓ１３と同様に運転支援が解除された旨の告知がなされて、処理は前述のＳ
９へ移行する。
【００４０】
　本実施形態では、フェールが発生したものの、操舵トルクＴｄの絶対値がまだ閾値Ｋ（
すなわちＫｆ）を超えていない状態では、Ｓ５２，Ｓ５３の処理が実行される。すなわち
、フェール発生後の経過時間に応じて、係数Ａが徐々に０から１．０まで増加する。その
結果、図７に例示するように、前記運転支援（すなわちシステム制御）によってステアリ
ングホイール３加えられるトルクＴｃが総トルクＴに占める割合（すなわち権限委譲割合
）は、フェールが発生した時点Ｔ５から徐々に減少する。図７の例では、操舵トルクＴｄ
の絶対値が閾値Ｋ（すなわちＫｆ）を超えた時点Ｔ６では、すでにドライバ操作への権限
委譲が完了している。すなわち、時点Ｔ６では、オーバーライドの運転状態へ完全に移行
して手動運転が可能になっている。
【００４１】
　また、図８の例は、時点Ｔ７でフェールが発生し、係数Ａが徐々に増加している最中の
時点Ｔ８で、操舵トルクＴｄの絶対値が閾値Ｋを超える場合を示している。この例でも、
操舵トルクＴｄの絶対値は、Ｋｎを超える時点Ｔ９よりも手前の時点Ｔ８で閾値Ｋ（すな
わちＫｆ）を超える。この場合、時点Ｔ７から徐々に権限委譲が始まるが、操舵トルクＴ
ｄの絶対値が閾値Ｋを超えた時点Ｔ８からは急速に権限委譲が完了する。
【００４２】
　［２－３．効果］
　以上詳述した第２実施形態によれば、前述した第１実施形態の効果（１Ａ）（１Ｂ）に
加え、以下の効果が得られる。
【００４３】
　（２Ａ）本実施形態では、フェール発生時には、操舵トルクＴｄの絶対値が閾値Ｋを超
えなくても、ステアリングホイール３に加えられる総トルクＴに操舵トルクＴｄが反映さ
れる。すなわち、総トルクＴに係る運転支援が縮退する。このため、ドライバによる操作
がより早い時点から自車両の操舵状態に反映され、運転の安全性を一層向上させることが
できる。
【００４４】
　（２Ｂ）しかも、総トルクＴに操舵トルクＴｄが反映される割合は時間の経過に応じて
徐々に増加する。このため、運転支援を中止させて手動運転に切り換える処理は一層円滑
に行われ、ドライバが違和感を感じるのを一層良好に抑制することができる。
【００４５】
　［３．他の実施形態］
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は前記実施形態に限定されること
なく、種々の形態を採り得る。
【００４６】
　（３Ａ）前記各実施形態では、ドライバがステアリングホイール３に加える操舵トルク
Ｔｄ（すなわち操作力）に対して閾値Ｋが設定されたが、これに限定されるものではない
。例えば、ステアリングホイール３が何度以上切られたらオーバーライドへ移行するとい
ったように、閾値Ｋが操舵角（すなわち操作量）に対して設定されてもよい。
【００４７】
　（３Ｂ）第２実施形態では、操舵トルクＴｄが総トルクＴに反映される割合は、時間の
経過に応じて徐々に一次関数的に増加しているが、これに限定されるものではない。例え
ば、前記割合は、ステップ状に増加してもよく、操舵トルクＴｄの絶対値が閾値Ｋを超え
るまで例えばＡ＝０．６等に応じた固定値とされてもよい。
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【００４８】
　（３Ｃ）前記各実施形態では、操作部の一例であるステアリングホイール３を介して車
載器である操舵輪３０を間接的に駆動したが、これに限定されるものではない。例えば、
操舵輪３０が直接駆動されてもよい。また、車載器がスロットルバルブやホイールシリン
ダ等である場合、加減速制御部２９のように、それらを直接駆動してもよい。その場合、
操作部としてのアクセルペダルやブレーキペダルは駆動されなくてもよい。また、操舵輪
３０が直接又は間接的に駆動される運転支援としても、白線逸脱を抑制する制御に限定さ
れるものではなく、例えば縦列駐車等、種々の運転支援が考えられる。
【００４９】
　（３Ｄ）前記実施形態における１つの構成要素が有する機能を複数の構成要素として分
散させたり、複数の構成要素が有する機能を１つの構成要素に統合させたりしてもよい。
また、前記実施形態の構成の一部を省略してもよい。また、前記実施形態の構成の少なく
とも一部を、他の前記実施形態の構成に対して付加又は置換してもよい。なお、特許請求
の範囲に記載した文言のみによって特定される技術思想に含まれるあらゆる態様が本発明
の実施形態である。
【００５０】
　（３Ｅ）上述した運転支援装置の他、当該運転支援装置を構成要素とするシステム、当
該運転支援装置としてコンピュータを機能させるためのプログラム、このプログラムを記
録した媒体、運転支援方法など、種々の形態で本発明を実現することもできる。
【符号の説明】
【００５１】
１，１０１…運転支援装置　　　３…ステアリングホイール　　　５…告知部
７…支援スイッチ　　　　　　　１０…制御部　　　　　　　　　１１…状況認識部
１２…運転支援部　　　　　　　１３…切換制御部　　　　　　　１４…閾値低減部
１５…信頼検出部　　　　　　　１６…縮退制御部　　　　　　　２１…ミリ波レーダ
２３…カメラ　　　　　　　　　２５…操作検出部　　　　　　　２７…ステア駆動部
３０…操舵輪
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